
てるはドーム アリーナ 料金表 から適用

施設名 新使用料

体育スポーツに使
用する場合

940

その他の催物に使
用する場合

4,620

体育スポーツに使
用する場合

1,850

その他の催物に使
用する場合

11,510

全点灯
（全面使用時）
１時間あたり

9,190

１／２点灯
（全面使用時）
１時間あたり

4,590

１／４点灯
（全面使用時）
１時間あたり

2,330

全点灯
（全面使用時）
１時間あたり

46,050

１／２点灯
（全面使用時）
１時間あたり

23,080

１／４点灯
（全面使用時）
１時間あたり

11,550

※ 他詳細については「てるはドーム ０９８５－７７－１１１５」へお問い合わせください。

令和6年4月1日

区分 時間区分

（全面使用時）
１時間あたり

（全面使用時）
１時間あたり

（全面使用時）
１時間あたり

（全面使用時）
１時間あたり

※ 町外の方が使用する場合の使用料の額は上記使用料の額の２倍となります。

※ 午前又は午後に照明を使用した場合の使用料の額は、それぞれ夜間の使用料金となります。

※ 「午前」は午前８時から正午まで、「午後」は午後１時から午後５時まで、「夜間」は午後６時から午
後１０時までとなります。

※ 入場料等とは入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず、入場することに関し徴収される
入場料の対価、その他これに類するものとなります。

※ プロ、実業団が使用する場合はそれぞれの料金の５倍となります。

※ 使用料の計算で１時間に満たないときは１時間となります。

アリーナ使用料 入場料等を徴収
しない場合

入場料等を徴収
する場合

アリーナ照明使用料 入場料等の徴収
に関係なし

体育スポーツに使
用する場合

その他の催物に使
用する場合


